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【公開日】平成21年10月8日(2009.10.8)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月6日(2012.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリセル内に具備され、電荷を保存するためのストレージノードと、
　メモリセル内に具備される第１電極及び第２電極とを含み、
　前記第１電極は第２部分と電気的に接続される第１部分を含み、前記第１部分は前記第
２部分に電圧が印加された際、移動して前記ストレージノードと接続することを特徴とす
るメモリ素子。
【請求項２】
　電圧センシング回路が前記第２部分の端部と接続することを特徴とする請求項１記載の
メモリ素子。
【請求項３】
　前記第１部分及び第２部分はコンタクトプラグを通じて接続することを特徴とする請求
項１記載のメモリ素子。
【請求項４】
　前記第１部分の第１端部は前記ストレージノードに保存された電荷をリードするか或い
は前記ストレージノードに電荷を保存するために、第１位置から第２位置へ移動すること
を特徴とする請求項３記載のメモリ素子。
【請求項５】
　前記第２電極に電圧が印加される際、前記第１部分の第１端部が前記ストレージノード
と接触するために前記第１部分の第１端部は前記第２位置に位置することを特徴とする請
求項４記載のメモリ素子。
【請求項６】
　前記第１部分の第２端部がコンタクトプラグ上に接触することを特徴とする請求項５記
載のメモリ素子。
【請求項７】
　前記第１位置及び第２位置間の第１距離は前記第２電極と前記第１電極の第１部分間の
第２距離と実質的に同一であることを特徴とする請求項６記載のメモリ素子。
【請求項８】



(2) JP 2009-231842 A5 2012.4.19

　前記第１位置及び第２位置間の第１距離は前記第２電極と前記第１電極の第１部分間の
第２距離よりも短いことを特徴とする請求項６記載のメモリ素子。
【請求項９】
　前記第１部分は少なくとも２層の膜を含むことを特徴とする請求項１記載のメモリ素子
。
【請求項１０】
　前記第１部分は前記第２部分よりも実質的に短いことを特徴とする請求項１記載のメモ
リ素。
【請求項１１】
　前記第２電極は電圧が印加される際、活性化されることを特徴とする請求項１記載のメ
モリ素子。
【請求項１２】
　基板をさらに含み、前記基板上に第２部分が形成され、前記基板はガラス、半導体、ま
たはプラスチックの内、少なくとも１つからなることを特徴とする請求項１記載のメモリ
素子。
【請求項１３】
　前記ストレージノードは第３電極、誘電膜、及び第４電極を含むコンデンサを含むこと
を特徴とする請求項４記載のメモリ素子。
【請求項１４】
　前記第３電極は前記第１部分の第１端部を受け入れ、前記第４電極は導電性プレート上
に形成されることを特徴とする請求項１３記載のメモリ素子。
【請求項１５】
　前記ストレージノードは絶縁物質によって囲まれている導電性パターンを含むことを特
徴とする請求項１記載のメモリ素子。
【請求項１６】
　導電性プレートがさらに含まれ、前記導電性プレート上に前記ストレージノードが形成
されることを特徴とする請求項１記載のメモリ素子。
【請求項１７】
　前記第１電極はビットラインを含み、前記第２電極はワードラインを含むことを特徴と
する請求項１記載のメモリ素子。
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